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会議録 

会 議 名 令和８年度(２０２６年度) 第１回 生涯学習審議会 

日 時 令和８年（２０２６年）５月１１日（月）午後６時３０分～ 

場 所 東京たま未来メッセ４階４０１会議室及びオンライン会議 

出

席

者

氏

名 

委 員 

〈会場参加〉石川智子委員、是松昭一委員、清水弘美委員、三浦眞一委員、炭谷晃

男委員、丹間康仁委員、金山滋美委員 

〈オンライン参加〉阿部寧子委員、大塚英生委員、櫻井励造委員 

事 務 局 

吉森生涯学習スポーツ部長、田島生涯学習政策課長、中村学習支援課長、大澤図

書館課長、久保田図書館企画調整担当課長、星野生涯学習政策課主査、豊田放課

後児童支援課課長補佐、額田図書館課主査、村石図書館課主査、福田図書館課主

査、山崎図書館課主査、林生涯学習政策課主任、堀江生涯学習政策課主任 

欠 席 者 氏 名 
天野拓二委員、薄井信一委員、塚原忍委員、野口武悟委員、長谷川幸代委員、野

牧宏治委員 

議 題 

（１） 審議①令和 7 年度（2025 年度）生涯学習関連事業評価について 

（２） 報告①（資料配布のみ）和７年度（2025 年度）「図書館サービス満足度調

査」実施結果について 

（３） 報告②（資料配布のみ）イーアス高尾における図書返却ボックスの設置に

ついて 

（４） 報告③八王子市教育委員会事務局（生涯学習スポーツ部）の組織改正に

ついて 

（５） 報告④生涯学習センター（クリエイトホール・南大沢分館・川口分館）の利

用料の改定について 

（６） 報告⑤非公開 

公開・非公開の

別 
一部非公開 

非 公 開 理 由 検討段階であり、一般公開に適さないため 

傍 聴 人 の 数 なし 

配 付 資 料 名 

■審議資料 

審議資料①-１令和７年度(2025 年度)生涯学習関連事業評価について 

審議資料①-２令和７年度(2025 年度)生涯学習関連事業評価（所管評価） 

■報告資料 

報告資料① 令和７年度（2025 年度）「図書館サービス満足度調査」実施結果に

ついて 

報告資料② イーアス高尾における図書返却ボックスの設置について 

報告資料③ 八王子市教育委員会事務局（生涯学習スポーツ部）の組織改正につ

いて 

報告資料④ 生涯学習センター（クリエイトホール・南大沢分館・川口分館）の利用

料の改定について 

報告資料⑤ 非公開 
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会 議 の 内 容 

【生涯学習政策課 星野主査】それではお時間になりましたので、まず事務局の方

からご案内をさせていただきます。本日は、今年度最初の審議会となりますの

で、はじめに教育委員会生涯学習スポーツ部長の吉森からご挨拶をさせていた

だきます。 

 

【吉森生涯学習スポーツ部長】只今ご紹介いただきました生涯学習スポーツ部長

の吉森研吾と申します。どうぞよろしくお願いいたします。３月末まで私は、生涯

学習スポーツ部のスポーツ振興課長として、２年間務めておりましたが、ここで、

佐藤の後任としてまいりました。よろしくお願いいたします。本日は、生涯学習審

議会第1回目ということで、本当にお忙しい中お集まりいただきまして、ありがと

うございます。今日は特に、生涯学習関連事業の評価ということで、事前に皆様

の方にお送りしておりましたが、各所管が様々な自己評価をしております。その

中で皆様の観点から忌憚ないご意見をいただきながら、より良い生涯学習の事

業につなげていきたいと考えております。私もまだスポーツの頭でずっと生きて

きましたが、ちょうど 1 ヵ月経ちまして、様々な事業を見れるようになってまいり

ました。そういった中で、皆様のご意見など、参考にしながら勉強していきたいと

思っておりますので、本日はどうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

【生涯学習政策課 星野主査】続きまして、当審議会に出席している事務局をご紹

介いたします。 

 

 

（事務局紹介） 

 

 

【生涯学習政策課 星野主査】生涯学習スポーツ部長につきましては、公務のため

ここで退席をさせていただきます。それでは会議に入らせていただきます。ここ

からの進行は三浦会長にお願いいたします。 

 

 

【会長】只今から令和８年度第１回生涯学習審議会を開催させていただきます。本

日の出席委員を確認します。本日の出席委員は１０名で、過半数を超えています

ので、本日の審議会は、有効に成立することをご報告いたします。会議及び会議

録の公開についてですが、「八王子市附属機関及び懇談会等に関する指針」に基

づき、原則、公開となっていますので、本日の会議につきましても、公開としま

す。ただし、報告⑤は非公開とします。傍聴の方がいらっしゃいましたら入室を許

可しますが、本日、傍聴人の方はいらっしゃいません。では、次第に従い、２の「会

議」に入ります。まず、（１）審議事項①令和７年度（2025 年度）生涯学習関連事

業評価についてです。これについて、事務局から説明をお願いします。 
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【生涯学習政策課 星野主査】それでは事務局からご説明をさせていただきます。

お手元に資料①－１、資料①－2の2点をご用意をお願いいたします。まず、生涯

学習関連事業評価の目的について、現行委員の皆様におかれましては、既にご承

知おきいただいているものと存じますが、八王子市生涯学習プランに示す施策

の展開が着実に行われているかを年度ごとに確認するもので、毎年各所管で実

施した生涯学習に関する事業について、実施所管の自己評価を行い、生涯学習審

議会委員の皆様からご意見をいただき、審議会の評価を実施するものです。な

お、評価の手法につきましては、令和 7 年 3 月に新しい生涯学習プランを策定し

たことに伴い、昨年度の審議会において委員の皆様からいただいたご意見を踏

まえて、変更いたしました。大きな変更点としては、「質的成果」の項目の導入に

なります。これまで、「量的成果」を中心とした評価となっておりましたが、市民の

姿や声、学びの様子などの「質的成果」についても捉え、総合的に評価を行うこと

ができる形といたしました。今回初めて「質的成果」を導入するにあたり、自己評

価を行う各所管に対しては、「質的成果」の必要性を改めて書面でお伝えするな

ど、丁寧な説明に努めました。画面に映させていただいておりますが、各所管に

事業評価の照会をかける際に、質的成果に対してあまり馴染みがない職員が多

いことから、わかりやすく書面で説明させていただいた上で各所管とのやり取り

の中で、質的成果の重要性をお伝えさせていただきました。次に資料の説明をさ

せていただきます。まず資料①-１の３ページをご覧ください。令和 7 年度の所管

評価の概要になります。令和 7 年度の評価対象事業は、合計 94 件となっており

ます。こちらの評価の基準は、S・A・B・C・D（評価なし）となっており、それぞれ記

載された通りの評価になります。令和 7 年度の評価の内訳は、S 評価が 6 件・

6％、A 評価が 74 件・79％、B 評価が 14 件・15％、C 評価、D 評価は 0 件でし

た。これまでと評価手法が変更となっておりますので、令和 6 年度までの所管評

価については参考までにご確認ください。次に 5 ページです。５ページ以降に基

本施策ごとに、取組概要を掲載しております。次に７ページです。生涯学習審議会

の評価・意見の欄には、事務局の方で集計評価として仮の総合評価を掲載させて

いただいております。後程、こちらも含めてご審議いただければと思います。続き

まして資料①－２をご覧ください。こちらは、事業を実施した各所管による事業

評価シートになります。生涯学習プランに基づいて、基本施策 2 つございますが、

1 から 48 番が基本施策 1「誰もが学べる環境の整備」、49 番から 94 番が基本

施策 2「社会を創る学びの推進」です。各事業ごとの自己評価については、「量的

成果」と「質的成果」を総合的に判断し S から D を選択することとしております。

資料の説明は以上になります。この後、順番に、基本施策１、基本施策２、最後に

全体を通したご意見をいただきたいと考えています。今回いただいた意見は、事

務局で取りまとめた上、次回の審議会にて改めてご確認いただきます。その後、

教育委員会定例会で報告し、評価結果を公表する予定です。本日皆様からたくさ

んご意見をいただきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。なお、事

業のご意見、ご質問の際には、左側に通し番号がございますので、そちらをお伝

えいただけると幸いです。説明は以上です。 
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【会長】ここからは、皆さんにご意見をやご質問をいただきたいと思います。まず

最初にご説明があった中で、基本施策１の内容につきまして、ご意見やご質問ご

ざいましたら、お願いいたします。 

 

 

【金山委員】各項目に入る前に、質的評価や質的成果について検討するという視

点を示していただきました。私たちも、どのようなやり方があるのか分からない

段階から、さまざまな意見や思いついたことを発言しておりましたが、それらをう

まく取りまとめていただいたと感じています。今回の事業評価シートはとても見

やすくなったと思います。また、目標の理由や事業の貢献についても明確に記載

されており、加えて、学びの様子も示していただいたことで、現場の状況が大変

よく分かりました。参加された方がどのような雰囲気で取り組んでいらっしゃる

のかが生き生きと伝わり、その場で皆さんが活動している様子が伝わってきまし

た。今回の変更は非常に素晴らしいものだと感じましたので、一言申し上げたい

と思います。ついでにもう一点あります。今回、１０年の長き広がる計画になりま

した。ですので、今までと同じように、施策ごとに１つずつやっていくことも良い

ですが、例えば今年は子どもの施策を重点的に見る、来年はリスキリングに関し

て重点的に見る等としても良いかと思いました。他を見ないということではな

く、例えば 5 年後にそれがどうなっているのかを見るという形もありかと思いま

した。今回の施策の展開を見せていただいて、とても皆さんの役に立ってるんだ

っていうのがよく分かって、おそらく現場の方にとっても励みになったのではな

いか思います。 

 

 

【会長】まとめ方についてお話いただきまして、大変よくまとまっているという評

価をいただきました。他に何かご意見ご質問ございますか。 

 

 

【是松委員】それでは施策の展開６ページに沿って確認させていただきます。事業

シートでもオーケストラの体験や環境の体験、また宇宙分野については「宇宙の学

校」など、さまざまな子どもたちに対して、芸術や科学、自然環境に関する多様な

体験を提供していただいている取組であり、非常に素晴らしいという評価を、ま

ず申し上げたいと思います。一方で、今回の事業数は94となっていますが、前回

の生涯学習プランの際は、事業数がもっと多かったと記憶しています。何が抜け

ているのだろうかと考えたところ、八王子市は各セクションで市民協働をやって

いく中間組織、具体的に言うと NPO 法人をしっかり作っており、そこに様々なそ

の事業をやっていただいています。前の事業報告にはそいうった事業も載ってい

て、ボリュームがあったことと、非常に対象の幅が広かったですが、今回そういっ

たのがなくなってしまいました。例えば No.3 の「八王子の浅川水の楽校」の事業

は、1 日だけで行う単発的な取り組みだと思いますが、大変な人気があるようで

す。昨年度も８６名ぐらいの親子が参加して、野鳥観察を行った記録を読ませて

いただきました。これだと、単発でここだけで終わりのように思われてしまいます



 

5 

 

が、先ほど申しましたように、環境学習推進課が事業所管で令和８年から新しく

できた所管です。それまでは環境政策課がやっていたと思いますが、環境学習推

進課に移り、やることは変わっていないかと思います。八王子が設置している

NPO 法人のエコーネット八王子というところが運営してる、エコ広場があったか

ホールにあります。この NPO 法人が市立の小中学校の環境教育支援をしっかり

やっていただいております。毎年、川の楽校などで、八王子の川や森林に親しむ

環境と、各学校ごとにメニューとして提案していただいて、カリキュラム的に合う

学校はそれをやっております。昨年の実績は川の楽校が 23 校、緑の学習が８校

という形で、31 校の小中学校で自然教育体験をしております。こういった事業も

前は見えていましたが、見えなくなってしまったのが残念だなと思います。そうい

うものも含めて、No.3 の事業のような一般の市民や親子さん向けに、「八王子浅

川水辺の楽校」がさらにあるということで捉えると、No.3 の事業だけの単発で

はなくて、全体的な環境教育の取り組みがしっかり行われていると思っていま

す。環境教育だけに限らず、先ほど言いました芸術の分野、科学の分野でもしっ

かり子どもたちの様々な体験、教育の取り組みが含まれていると思っています。

それから、施策の展開２の「多彩な学習環境の充実」について、２３件の事業が入

っていますが、圧倒的に多いのが学習支援課の８つの事業、それからスポーツ振

興課の３つのスポーツレクレーション事業があり、両課で様々な事業を取り組ん

でいただいていると思っています。その他には文化財課や学園都市文化課の事

業もあり、特に学園都市文化課の学園都市大学のいちょう塾をやっていただい

て、かなりの講座数があります。また、学習支援課で行っている No.15「市民自

由講座」は、非常に幅広い講座を提供していただいており、私も参加させていた

だいております。この事業は市民にとって好評な事業だと思っています。１つだけ

意見ですが、No.25「市民ボッチャ大会」の事業について、S 評価となっており、

これは当然かと思います。現在はボッチャブームでお年寄りをはじめとして、多く

の方々がボッチャの競技に参加しております。市民ボッチャ大会っていう形で企

画をすると、大勢の方が集まってきます。私の友人もこれに参加し、その友人は障

害者のサポートをしながら、このボッチャ大会に出たということで、感想を聞いて

みました。障害者も参加しやすい環境を作ってくれており、大変評価していまし

た。強いて言えば、やはり人気がありすぎるので、どうしても枠が３２組で切られ

てしまうため、事業評価シートにも書いてありますが、参加者の安全を確保するこ

と、会場のキャパの問題から３２組がギリギリになったと書かれていますが、これ

だけ申し込みが多くなって、抽選から漏れてしまうような状況ですので、今後の

方向性の中にも、なんとか参加募集チームを増やして行きたいと書かれておりま

すので、ぜひこの取り組みをやっていただきたいと思っております。それから施

策の展開３の「共生社会の実現に向けた生涯学習の支援」の No.4６「電子書籍の

充実」の事業について、非来館型サービスの充実をされていることは評価したい

と思います。ただ、デジタル化だけの政策ではなく、政策自体はデジタルとアナロ

グを両立させた図書館サービスの充実となっています。デジタルだけではなく、

アナログもしっかりやっていく図書館の姿勢が、見えていると思っています。デジ

タルの部分は、No.46 の事業が該当し、アナログの部分は、No.4８の事業にな

るかと思います。高齢者、障害者への図書館サービスを行っており、地味な事業
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ですが大切な事業だと思います。アナログを求める方もいらっしゃるし、電子書

籍で読めると言っても、紙の媒体で読みたい方もいらっしゃいます。特にお年寄

りや、障害者で目が不自由な方は、大きな活字を読みたいでしょうから、図書館

まで来られない方々に本をお配りすることは大切な事業だと思います。具体的な

施策１２「誰一人取り残されないための学習機会の提供」が入っており、こちらに

も大きく関わってくると思います。ぜひ、こうした地味な事業ではありますが、大

切にしながら、デジタルとの両立を図っていくことが重要だと感じています。 

両立していく社会を目指していかなければならない時代だと思いますので、こう

いった地味な事業であっても、しっかりと継続していただきたいと考えています。 

施策の展開1・2・３の３つの大きな事業について、大変よく取り組まれてると思っ

ていますので、評価として A 評価は妥当であると思っている次第です。 

 

 

【会長】幅広い範囲でご意見を賜りまして、大変よろしかったと思っております。

特に評価をしていただきながら、これからやることや必要なものにつきまして

も、ご意見を賜ったことは大変嬉しいことだと思います。他にご意見ある方はい

らっしゃいますか。 

 

 

【丹間委員】一つ一つの事業の評価は、質的成果の記述も加わりまして、金山委員

もおっしゃっているように、非常によくできていると思いました。特に１０年計画

の１年目で、これだけ A 以上の評価が割合として多い状況になっているというこ

とですね。ただ、一方で資料①－１の６ページを見た時に、一つ一つの施策として

の評価はどうかということで、A や S の割合が 8 割、9 割を占めていれば、それ

をもって一つ一つの施策が順調に進んでいると本当に言えるのだろうかと感じ

ました。特にこの６ページの表については、より総合的に取り組み概要を評価し直

す必要があると考えております。つまり、現状、この６ページの取り組み概要に書

かれているのは、抽出した代表的な事業の評価でしかありません。施策の展開１

「子どもの頃から始める生涯の学び」の 14 件全体を踏まえた時に、本当にすべて

の子どもたちが豊かな体験をできているのだろうかという時に、本当に A 評価

として良いのかをしっかり考えていかないといけないと思いました。具体的に、

施策の展開１については、事業の No.3 と No.４を挙げていて、S 評価の事業を

挙げています。一方で、基本施策２については、S評価のものではなく、 A評価の

事業の中から２つを挙げている状況だと思います。基本施策３も同様です。私と

しては、S 評価というのは、計画になかったどのような成果があったのかを押さ

えていく必要があると考えます。B 評価については、できたところだけではなく

て、何が課題だったのかが重要です。特に基本施策１で言いますと、No.５「子ど

もいちょう塾」と No.１２「おはなし会」になります。No.12 はブックスタートの数

字が非常に低かったことでB評価になっていると思いますが、生涯学習の基層の

ところで、参加している人たちは満足しているが、市民全体、子どもたち全体の

基層に対して、より丁寧な取り組みが必要ではないかと思いました。同様にして、

施策の展開 2、3 についても、一部の事業の取り組み概要を代表的に述べるだけ



 

7 

 

ではなく、総合的に見てどうなのかという記述をしていく必要があると考えまし

た。 

 

 

【会長】他にご意見ございますでしょうか。 

 

 

【清水委員】まずはじめに、５ページの基本施策１の指標について、「生涯学習の成

果を仕事や就職のうえで活かしている市民の割合」が、令和５年から比べてとて

も上がっていると思います。八王子市の中で、生涯学習として役に立ってること

がわかる良い表だと思って見ておりました。例えば令和６年と令和７年で下がっ

てしまうことは当然ありますが、その中で最初が１７%だったものが、 20%をク

リアできるようになっているところで、これが上がっていけば良いと思います。長

い目で見ながら、日常の生活に役立つ学習をやっていくのは良いかなと思いま

す。私も最初に関わった頃は、校長などをしておりましたが、今は幼稚園の園長に

なったので、今度急に気になる場所が変わったりしております。子どもの幸せ等

の取り組みを見ております。ただ、全部を見た中で、A 評価が多すぎる気がしま

す。S 評価は滅多にないですが、 A 評価がとても多くて、B は少ないが、これから

まだ改善の余地があると思うようなところを少し甘くつけてるところもないかと

思います。例えば No.２７「働き盛り世代向け健康体操教室」について、去年とほ

ぼ横ばいですが、質的成果で「アンケートは行ってないが、参加者は楽しんでいる

様子が確認できた」と記載されていますが、数値的ではないですね。評価理由も

去年と参加者数は横ばいで、常に定員は上回っているようですが、去年と同じぐ

らいということですよね。この場合は A 評価にするのかと思いました。現状維持

は、まだ改善の余地があるという、常に中身を見て考えていく必要があるのでは

ないかと思いました。つまり、A・B・C の評価基準の作り方が、各所管によって違

いがあるような印象を持っています。個人的に言うと、この No.4 八王子「宇宙の

学校」について、私が今勤めている八王子高校で行っています。結構大変でして、

これだけ価値があるものなのに、やってる人たちの実感があまりないということ

があります。結局来年は、五中になりましたよね。本当は八王子高校でやってもら

いたかったですが、価値の発信が、これは八王子高校の問題かなと思いますけれ

ども、もっとみんな協力してやってくれたらなと思いながら、私は見ておりまし

た。来てる人は楽しそうにやっていてよかったかなと思っていますね。それともう

一つだけ言うと、うちの町内会で、すぐそばにやまゆり館という図書館がありま

すが、高齢の方が利用されている話もよく聞きます。目がよく見えないので本が

遠のいてしまって、この間、NHK のなんとか館に行った際にすごくよく聞こえる

本を耳で聞くものが充実していたとのことでした。割とスマホでもオーディオブッ

クとか人気があって、広がっていますけれども、次年度の目標の中に出てきてく

れたら、町内会のご高齢の方たちも、そういったものがあったら良いなと言って

いました。リアルに読んでもらうわけではなく、録音したものがあるとか、または

アプリを自由に使えるという形で、実際に足を運んで、そこで聞き、もっといろい

ろなジャンルのものを読めると良いと思っています。そうやって、次年度の目標
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を具体的にやることが入るとより良くなると思いました。 

 

 

【会長】映像でご参加の方で何かご意見ある方いらっしゃいますでしょうか。 

【石川委員】今回は読みやすくてわかりやすかったです。アンケートを実施してく

ださった授業が多くて、質的成果を含めて自信を持って評価していると思いまし

た。参加者の意見が今後の事業にフィードバックされたら、より素晴らしいものに

なるのではないかと思っています。量的評価について、何パーセントというのは

ありますが、実際に参加された人数の記載がなく、どのくらいの規模の事業かが

わからないので、参加人数を入れていただきたいと思いました。あと、No.12 の

ブックスタートは B 評価ですが、なんとかならないですかね。以前に、比べたら利

用される方が減ってるというのは、せっかく準備してくださっているのに、ものす

ごくもったいないと思います。なんとか考えていただければと思いました。 

 

 

【会長】他にご意見がある方いらっしゃいますでしょうか。 

 

 

【炭谷委員】基本的に発言された方々と共通なところを感じていますが、見やすく

はなりましたが数が少ないと思います。逆に言えば、絞り込まれたという結果で

はありますが、いっぱい良いものがあるのにと思ってはいます。特に行政が行う

生涯学習支援ということは、誰一人取り残さないという、学習が困難な人たちに

手を差し伸べる、そういった事業こそが、行政が取り組むべきことだと思います。

その意味では障害者に対する学習支援が共生社会のところに入っていないの

で、入れると良いと思います。90 何本の事業においても障害者に関係のは、先

ほどご指摘していただいた No.48「高齢者・障害者への図書宅配サービス」くら

いで、これしかやっていないわけではないですよね。ここにも載ってこないという

のはもう少し判断の基準をしっかり持っていただいて、上げていただければと思

いました。丹間委員もおっしゃっておられましたが、施策の展開１から３の取組み

概要で、６事業しか上がってないので、それが評価 S か A だとすると、結果として

評価 A を付けて良いのか、逆に言うと、それが生涯学習審議会の我々に問われて

おり、どういった評価をつけるか、もっとこうあるべきではないか、こういう点に

力を入れたらいいんじゃないかという評価をしなければいけないかもしれません

けれどもね。そんなことを思いました。 

 

 

【会長】他にご意見ございますでしょうか。 

 

 

【金山委員】そもそも数を絞られた理由は何かありますでしょうか。 
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【生涯学習政策課 星野主査】今回、掲載している事業は、前回もですが、生涯学

習プランに掲載されている具体的取り組み事例をピックアップする形で、関連事

業評価の対象を審議会にあげる事業とさせていただき、新しい生涯学習プラン

の中でピックアップしていくと９４事業となっています。 

 

 

【金山委員】昨年度まで良いと思ってた事業が今回はないというのは、もったい

ないとは思います。 

 

 

【会長】すべてを完璧に議論するわけにもいかないとは思いますが、少し絞り込み

が強すぎたというところも見受けられますので、今後の一つの課題にしていただ

ければと思います。他にご意見がある方いらっしゃいますでしょうか。 

 

 

【櫻井委員】まず資料①－１の２ぺージ目に、令和７年度の進捗状況を測る指標の

ところの目標値のとこは令和 12 年度とありますが、進捗状況をはかる指標では

令和 16 年度と記載されていますが、この違いは何かありますか。 

 

 

【生涯学習政策課 星野主査】一旦、確認させていただきます。 

 

 

【櫻井委員】前回、指摘すればよかったと思いましたが、指標②と指標③が令和７

年度で 23.9%、8.4%に対して、目標値が令和１６年度だとして、40%で非常に

高く設定されていると感じていて、そこに目標を置くのは良いと思いますが、現

状値に対して、これら個別の体験型事業の積み重ねだけだと、あまり達成できる

数値ではないのかなと思っており、達成するためにはより構造的な支援とか構造

的な仕組みが必要ではないかと疑問が生じたことが 1 点目です。２点目で、各部

署において多くの事業を評価していただいてます。その中でアンケート満足度と

か、参加人数みたいなところが指標となっていて、アンケート満足度だと、概ね

80％から 90%以上の高い目標値を達成して、A 評価、S 評価を評価されている

と思います。参加者の満足度が高いことはとても重要だと思いますが、質的効果

を記載していただいているので、例えば学びの成果が市民の今後の動きにどう

つながったのかみたいなところの質の評価まで、あまり踏み込めていないケース

が多いのかなと見受けられました。せっかく質的効果も書いていただいているの

で、自己評価のところも、その質的効果の部分も含めた自己評価を記載していた

だいた方が、より今後につながると思いました。 

 

 

【会長】様々な意見をいただきながら、修正をしていくということになろうかと思

います。他にご意見がある方いらっしゃいますか。 
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【生涯学習政策課 星野主査】先ほどの指標について、ご説明させていただきま

す。わかりにくくて大変恐縮ですが、関連事業評価は生涯学習プランをベースに

行っているものです。八王子市として、八王子未来デザイン 2040 というプラン

がございまして、これが大元となって、それから派生する形で生涯学習プランを

作っている構造になっております。八王子未来デザイン2040プランは２０４０年

を見据えてのプランではありますが、中間目標として令和 12 年、2030 年を目

標としている中で、表にあるような形で、進捗状況を図る目標値として令和１２年

度というふうに記載しているところです。一方で、上の表につきましては、生涯学

習プランは令和７年からの１０年計画の中での目標値となってまして、八王子未

来デザイン 2040 の目標としていますが、計画期間が１０年間という中でこちら

は令和 16 年を目標としているものになってます。 

 

 

【会長】皆さんからこういったご意見がいただけるということですので、参考にし

て、今後ご検討いただければと思います。よろしくお願いいたします。他にご意見

ございますでしょうか。いろいろなご意見をいただいている方たちについては、

よろしいかと思いますが、事業に参加しない方たちをどうやって参加をさせる

か、参加人数をどうやって増やしていくかということも大きな視点なのかなと思

っています。市民は大勢いらっしゃるわけですし、それぞれの世代の方たちも大

勢いらっしゃるわけですから、そういう方たちが一人でも多く、事業に参加をして

いただいて、活躍をしていただけるとありがたいと思います。こういった形に持

っていくことは、大変素晴らしいことだと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。ほかに、これにつきましては、よろしいでしょうか。また後ほどのご意見にな

る方いらっしゃいましたら、ご発言いただきたいと思います。基本施策２の内容に

つきまして、先ほどご説明をしていただき、８ページからになります。「社会を創

る学びの推進」ということでございますが、この内容につきまして、ご意見を賜り

たいと思います。ご意見のある方やご質問のある方、挙手をお願いをいたしま

す。 

 

 

【是松委員】それでは「社会を創る学びの推進」ということで、意見というよりも感

想が多いですが、述べさせていただきたいと思います。まず、施策の展開４「学

校、家庭、地域で支える子どもの成長」の事業について全体的な評価は大体見合

っています。No.50「放課後子ども教室」について、少し補足をさせていただけれ

ばと思います。放課後子ども教室を展開して、放課後の子どもたちの居場所をし

っかり作っていこうということで、市の方々のご協力をいただきながら、進めら

れていると思います。当然、教室での学びや遊びを子どもたちに提供するわけで

すから、子どもたちにいろいろな体験や学びを提供するということも必要です

が、ここでは見えてないですが、前回の事業評価には入っていましたが、出張体

験講座というのをやっていました。令和７年度も実施されていて、いろいろな市

民団体の方々から、 ２５の講座が提供されて、その中から学校が選んで実施する

というわけですが、令和７年度にも令和６年度に引き続き市が予定していた１５校



 

11 

 

すべてが実施されています。この事例に掲載されていなかったですが、引き続き

充実させる取り組みも行われているということの評価を付け加えたいと思いま

す。それから、施策の展開５「地域活動に参加する人材の育成」について、先ほど

のご意見の中にもありましたが、令和 7 年度で地域活動に生涯学習の成果を生

かしている割合が 8%ぐらいしかいってなくて、目標値が４０％とかなり乖離が

あるとおっしゃられてましたが、確かにその通りです。やはり生涯学習の成果を自

分に跳ね返すのは、意外と自分個人のことなので簡単ですが、それを地域や社会

でまた生かしていくことになると、もう一つフレーズが上がって、踏み込みが大変

ですね。やはりそういうことに踏み込んでいけるような、地域人材育成をしていく

必要があるかと思います。ですから、そういった地域人材育成は、長期的視点で、

継続的な取り組みがどうしても必要だと思います。例えばこの中で、No.72「は

ちおうじ志民塾」、No.73「市民活動入門講座」については、参加者が減になった

ことで、B 評価となっています。それから、No.７０「生涯学習コーディネーター養

成講座」について、令和６年は 12 人の応募があったものが、令和７年は 31 人も

参加したことで、当然 A 評価だと思ったら、質的評価を気にしすぎたのかもしれ

ませんが、参加者の満足度が低下したことで、多くの方が受講してきたにも関わ

らず、これも B 評価です。ですから、人材育成というようなことに関しては、単年

度ではなく長期的な視野が必要です。これまで、これらの事業が非常に多くの人

材を育成して、地域活動に送り出しています。そういった事業の実績に自信を持

って、引き続き、取り組みを進めてほしいと思っています。それから施策の展開６

「学びを活かし、つながり、広がる環境の充実」として、No.8４「生涯学習フェステ

ィバル」の事業と、No.８６「八王子千人塾」の事業が評価されています。私はこの

２つの事業にサポートスタッフとして関わってますので、その点からすると、評価

通りの A 評価でよろしいのではないかと思っています。施策の展開７「学園都市

の強みを活かした学びの拡充」について、学生の力をいかに生涯学習の中に生か

していくかというところの事業ですので、引き続き、多くの学生が参加していた

だけるようなきっかけを作っていただければと思っています。先日の土曜日に

「学生天国」の事業は長い歴史が積み上がってきているようですので、そういった

積み上げの中で学生を活用した生涯学習の展開もやっていただきたいと思って

おります。 

 

 

【会長】他にご意見のある方いらっしゃいますか。 

 

 

【丹間委員】基本施策２は「社会を創る学びの推進」ということで、目指す姿や施策

展開の方向性を読んでいると、やはり人と人とのつながり、単に学んで終わりで

はなく、学んだ人たちが社会関係を作っていくこと、そして関わりの中で、担い手

が育っていきます。次に繋がる取り組みを伝えていく人たちが市民の中から出て

くることが、大きな目標になってくると理解しております。そういった点で、一つ

一つの事業評価を見た時に、例えば、No.５０「放課後子ども教室」について、先ほ

ど是松委員からもお話がありましたが、実は私も令和 7 年度に学生たちと一緒
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に、放課後子ども教室の見学やインタビューをさせていただきまして、非常に充

実しているなという肌感覚を持っています。全国的に見ても、かなり進んでいる

のではないかなと感じるところです。S 評価、A 評価と評価が付いていますが、肌

感覚との一致というのも非常に大事かと思っているところで、今回、No.５０の事

業は A 評価となっていますが、例えば八王子市では、放課後に加えて、朝の子ど

も教室や夏休みの取り組みも含めて、非常に力を入れていると思います。特に見

学させていただいた事例では、地域の課題を踏まえて、地域の方たちが学校や行

政と連携して取り組みをボトムアップで作られているような様子を拝見しました。

そうした時に、この No.50 の事業目的には、もちろん子どもたちにとっての安全

安心な居場所というのはありますが、そうした安全な居場所、安全安心な居場所

を支える仕組みづくりに資するということも書かれていまして、質的成果には、

放課後子ども教室がどういった仕組みに発展してきているのかを触れていただ

けると良いのかなと思いました。また他方で、基本施策２については、No.52 と

No.60 の２つが S 評価となっております。やはり S 評価については、評価理由の

欄に S 評価であることの理由をしっかり記載する必要があると思います。目標を

大きく上回っていることで量的には S 評価かもしれませんが、左側の事業の目的

に立ち返った時に No.５２の事業であれば、やはり保護者同士の交流を重視して

いるので、そのあたりを質的成果として書いていただきたいですし、そこで成果

が上がっているのであれば、評価理由にもそのことをしっかりと書いていただく

ことが大事になってくると思います。No.６０の事業ついても同様です。 

 

 

【会長】他にご意見がある方いらっしゃいますでしょうか。 

 

 

【清水委員】No.５０「放課後子ども教室」について、早朝も動き出す時ではないか

と思って、次年度以降のところに上がってきたら良いと思って見ておりました。そ

れから、No.49「学童保育所」について、次年度のところに「小一の壁を打破する

とともに」とありますが、この小一プログラムに関しては、学校保育でできること

はないんですね。学校がやることなので。ですから、これは学童がそんなに頑張ら

なくても良いのではないかと私は思っております。学校の教育の形が変わること

で、子どもたちは小一の壁を打破していけるのではないかなと思っています。放

課後子ども教室と学童とは少し違いますが、幼稚園に学童をやってもらいたいと

いう動きが今出てきていて、要するに学校に行けない、だから学童じゃないんで

すね。不登校の子どもたちです。その子どもが学校に行けなくなり、幼稚園に戻

ってきて、幼稚園で楽しく過ごすことを引き受けてくださいみたいなのが、今、 

幼稚園には出てきていますが、一人も取り残さないで子どもたちに学びを、社会

を創ることをやらせるとしたら、どこがそれをやるんだろうと思います。子どもの

しあわせ課かどこかやっていますが、ここではどこにもうたっていないです。子ど

もの居場所をつくるという取り組みを進めていくことが、どっかでやってくれて

いたら良いなと思っています。それから No.５４「部活動指導員の配置」が B 評価

になっていますが、２７名の配置に至らなかったとありますが、部活動の指導がで
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きるような元気な人たちを完全ボランティアだけでここまでやるのも大変難しい

ではないかなと思います。システムとして、ここでいろいろな部活動のことを勉強

していろいろなところに行くことを事前に言って、それなりの謝金を出して、部活

動がもっと充実できるようになれば良いと思ってます。部活動の配置に関して

は、自分で選べないっていうところもいっぱいあるので、生涯学習の一つとして、

取り組んであげてほしいなと思っています。 

 

 

【櫻井委員】今、部活動指導員のお話が出てきましたが、私は今市内中学校の野球

部の部活動指導員をやっていまして、一応謝金というか、時給で 1,900 円出て

いることを補足としてお伝えしておきます。 

 

 

【会長】他にご意見のある方いらっしゃいますでしょうか。非常に幅広い範囲の問

題でございます。いろんな角度からご検討いただければと思います。それでは先

に進めさせていただきます。いろいろご議論された中で、全体を通して何かご意

見がある方がいらっしゃれば、改めてお伺いをしたいと思います。先ほどから、結

構幅が広い中で、全体的なこともお話をいただいてます。 

 

 

【金山委員】評価の仕方のところで、最初に丹間委員もおっしゃったように、良い

ものをあげてくださっていますけれども、例えば地域人材であれば、こういう人

材の確保には至らなかったので、そういう政策が必要であるとか、そういう書き

方で、マイナス面もちゃんと評価しないといけないと思います。それから、良かっ

たものはもちろん良かったということで、例的なものを上げていただくのはいい

かなと思いますけれども、全体像を、例えば人材の育成ならば、その全体像とし

て、この政策がどういう役割を果たしているかという書き方をぜひしていただく

と、わかりやすいのかなと思っています。それともう一つ、先ほどご指摘があった

ところで、目標値が令和 12 年度になっているという件ですが、基本施策の下も、

目標値は令和 12 年度で通されています。なので、一番最初に出ました、令和１６

年と両方書いてあるというページこで勘違いと思われる、数字は一緒なので、勘

違いだなと思われるので、2030 年の中間目標で行のであれば、それだけの方

がわかりやすいかなと思います。それが来た時に、生涯学習のプランの最終年度

のことを触れられるというような形でも良いのかなと思います。それと一つ思っ

たことで、やはり質的成果というものを取り入れた初年度なので、量的なものと

質的なものを足して、評価としてどうしたら良いのかは、各部署で迷われただろ

うと思います。そこの指標もないわけで、指標を作る必要もないのかなという気

がしますけどね。なので、そこのところは、私たちが見て、これなら良いのではな

いかと言うことが必要だろうなと思いました。最後に、アンケートはやっていない

けれどというところがありましたが、お年寄りは多分QRコード読み取ってやるこ

とは難しいですが、若い方は全然できるかと思いますので、そういう簡単な形で

できる範囲で QR コードを読み取ると回答率が上がるかと思いますので、そうい
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った形でやっていただければと思います。 

 

 

【会長】他にご意見のある方いらっしゃいますでしょうか。 

 

 

【清水委員】細かいことですが、例えば２ぺージ上の表は左から令和５年で、右が

令和 16 年になっていて、その下の表は、令和 12 年から 7、6、5 と昔になってい

ます。次のページも真ん中は、 旧プランの各所管評価は令和２、3、4、5、6 と今

度の時代が変わっているわけです。ですから見たときに、誤解してしまうので統

一していただけると読みやすいかなと思います。 

 

 

【会長】基本施策ごとに分けてご意見を賜りましたが、全体を通して評価あるいは

ご意見というものがあれば、再度お伺いをしたいと思います。 

 

 

【丹間委員】評価の S,A,B,C というのはございますが、今回、１０年計画の 1 年目

ということを考えた時に、その前のプラン、前計画からの継続事業は非常に多い

と思いますし、他方で、新プランになったことで、新たにチャレンジした新規事業

もあるのだと思います。他の自治体ですと、それぞれの事業開始年度を書いてお

いて、それが何十年も続けている事業なのか、あるいは最近始めた、特にコロナ

禍がありましたので、コロナ前から続いている事業、もしくはコロナ後に時代が変

わってテクノロジーも進んできた中での新規事業なのかというふうに、長い目で

事業を見ていくことも大事ですし、前プランと新プランの接続というところをも

う少し意識して、１年目の総評を考えていきたいと思っております。 

 

 

【会長】他に全体を通してご意見のある方いらっしゃいますでしょうか。以上で審

議事項を終了させていただきます。 

続きまして、（４）報告事項③八王子市教育委員会事務局（生涯学習スポーツ

部）の組織改正についてです。これについて、事務局から説明をお願いします。 

 

 

【生涯学習政策課 星野主査】八王子市教育委員会事務局（生涯学習スポーツ部）

の組織改正についてご報告いたします。本日机上に配布いたしました報告資料③

「八王子市教育委員会事務局生涯学習スポーツ部組織改正について」をご覧いた

だければと思います。オンラインでご参加の方につきましても、本日メールでお送

りしておりますので、そちらをご覧いただければと思います。本市におきまして

は、「八王子未来デザイン２０４０」に掲げる都市像の実現に向け、より質の高いサ

ービスを柔軟に展開できる効率的で働きやすい市役所組織を構築するため、組

織改正を実施いたします。 それに伴いまして、教育委員会事務局においても組
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織改正を実施いたします。ご覧いただいた表のとおり、生涯学習施策を一体的に

推進するため、生涯学習政策課、学習支援課、こども科学館を統合し、生涯学習

課となります。 スポーツ施策と施設運営を一体的に推進するため、スポーツ施設

管理課をスポーツ振興課に統合いたします。 本組織改正の施行は令和 8 年 7 月

1 日となっており、市民に対しましては 6 月 15 日号の広報において改めて周知

を図る予定です。  

 

 

【会長】ご説明いただきました内容に対して、何か皆さんからご質問ございますで

しょうか。 

 

 

【丹間委員】１点だけ質問させていただきます。生涯学習審議会ですので、生涯学

習スポーツ部の組織改正についてご説明いただいたと思います。ですがやはり、

生涯学習プランを見ても、学校との連携については非常に重要になってきますの

で、今回の 7 月 1 日施行の改正において、学校教育部では組織改正は行われな

いということなのか、あるいは何か行われるのであれば、情報提供していただけ

るとありがたいです。 

 

 

【会長】事務局からお願いできますでしょうか。 

 

 

【生涯学習政策課長】学校教育部も組織改正がございます。学務課と教育指導課

が統合されます。 

 

 

【会長】他にご質問はございますか。よろしいでしょうか。 

続きまして、（５）報告事項④生涯学習センター（クリエイトホール・南大沢分館・川

口分館）の利用料の改定についてです。これについて、事務局から説明をお願い

します。 

 

 

【学習支援課長】生涯学習センターの利用料改定について、まずご説明をさせて

いただきます。資料は、生涯学習審議会資料④になります。利用料改定の趣旨に

ついて、本市では負担の公平性及び透明性を確保するために、「受益者負担の適

性に関する基本方針」に基づき、概ね 5 年ごとに公共施設の利用料金の見直しを

行っています。生涯学習センターにつきましても、前回の料金改定から一定期間

経過しており、その間に物価上昇ですとか、社会情勢の変化が生じております。こ

うした状況を踏まえまして、サービスの質を維持しながら、将来にわたって多くの

方に施設を利用していただくため、料金の改定が行われることとなりました。本

日はその改定内容についてご報告するものとなります。続きまして、改定の内容
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について、今回の料金改定の対象施設につきましては、生涯学習センタークリエイ

トホール、生涯学習センター南大沢分館、生涯学習センター川口分館の３施設が

対象となっております。具体的な料金につきましては、お手元の資料①でクリエイ

トホールの利用料、資料②で生涯学習センター南大沢分館の利用料、資料③に生

涯学習センター川口分館の利用料をそれぞれお示ししておりますので、後ほどご

確認をいただければと思います。続きまして、利用者の方への周知について、施

設を継続的に利用いただいている団体様への影響が非常に大きいと考えており

ますので、施設利用団体の方に対しましては、個別に案内を実施するとともに、

施設内にポスターを提示するなど、利用者の皆様に改定内容が確実に伝わるよ

う、周知を行っていきたいと考えております。生涯学習センターの利用料改定に

ついての報告は以上となります。 

 

 

【会長】これに関しまして何かご質問、ご意見ございますでしょうか。これも一つの

時代の流れなんでしょうかね。様々な物価が上昇してるわけでもございます。 

 

 

【清水委員】昔から思っていましたが、学校施設の体育館の校庭は貸し借りしてい

ますが、学習室、視聴覚室、工作室等こういったところももっとオープンにするべ

きではないかなと思っています。実際のところ、学校はどのぐらい使ってもらえ

ているのですかね。学童保育が入ってはいますけれどもね。特に夜間はまだ使え

るところがあるのではないかと思います。ただ、そうなると学校を使うときは無

料の場合も多いですが、200 円とかでも良いのではないかと思います。要する

に、すでに使っている体育館や校庭に新しいチームが入るのが大変なんです。そ

ういったことは生まれてきますし、入れ替えもあるはずなので、先住権みたいな

形で居座られると新しいものもできないですし、いろいろなところで、市施設の

総合的な使い方を見直していく必要があるのではないかと思っています。 

 

 

【会長】これについて事務局からはよろしいでしょうか。学校なので学校教育部と

の兼ね合いもあるかと思いますので、生涯学習スポーツ部だけで折り合いがつか

ないかとは思います。 

 

 

【生涯学習政策課長】まさにそのあたりを着手しており、課題を見つけて、本当に

市の皆さんが学校を有効活用していただけるような道筋をつけていきたいと話

し始めているところでございます。 

 

 

【炭谷委員】いろいろな市民の活動に関わることなので、慎重に考えるべきことか

と思っております。改定の仕方や、料金の値上げについての方針があると思いま

すが、クリエイトホールは相当な年月も経っていて、減価償却もされつつあり、そ
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のうち改修も入るところで値上げというのはどうなのかという気がしますが、そ

の点についてはいかがですか。 

 

【学習支援課長】委員のおっしゃる通り、かなり古いところにつきましては、老朽

化が進んでいる施設ではありますが、利用料の改定につきましては、生涯学習セ

ンターのみではなく、市民センター等も含めまして、市の施設全体に対して、令和

９年から料金改定を行うものになっております。その中で私どもの施設も煽りを

受けるという言い方が適切かどうかはありますが、今回ご提示させていただいた

形での料金改定となっています。使用料につきましては、一平米１時間あたりの

単価に貸出面積や貸出時間をかけて、性質別の受益者負担割合をかけさせてい

ただいて算出をすると、市全体としての考え方に基づいて行われることになって

おりますので、そのあたりも含めて、利用者の方にはご説明を申し上げるような

形になると考えております。 

 

 

【炭谷委員】その考え方もあると思いますが、私が申し上げたのは、築年数から考

えると、値上がり幅を同じにしない、低めにするといいますか、もう改修するので

あればそういった配慮があっても良いのではないのでしょうか。もちろん改修し

た後は、また新しい改定の料金が決まってくると思います。前回の審議会でもあ

りましたが、同じような割合で料金設定をするのはいかがなものなのかと思った

次第です。 

 

 

【会長】いろいろな考え方がありますので、ご検討いただければと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

 

 

【大塚委員】質問ですが、クリエイトホールの和室、保育室の値段が据え置きにな

っているのは何か理由があるのでしょうか。 

 

 

【学習支援課長】こちらにつきましては、おそらく、利用状況を踏まえて据え置き

と聞いております。 

 

 

【会長】利用状況が比較的低いということなんでしょうかね。その部分だけは据え

置きにしてあるということでよろしいでしょうか。他にご意見ございますでしょう

か。 

 

【丹間委員】質問ですが、概ね５年ごとに点検して、常に時代にあった適正な価格

であることに努めるということで、前回の改定は 2022 年頃にあったということ

でしょうか。 
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【学習支援課長】おそらく私が知る限りでは、開館当初から現在に至るまで改定は

行われてはいなかったと認識しております。 

 

 

【丹間委員】そうすると、今回、最初の値上げというか、最初の改定になる時に、先

ほど利用状況の話もありましたが、今回の改定によって、稼働率がどう変わって

いくのかということをしっかりとモニタリングしていく必要があると思います。も

う一点は、やはり生涯学習プランでも、学びの裾野を広げていこうということを

考えているところですので、利用団体の広がりという点で、まずはこれまで利用

されていた団体が、引き続き使えているのかというところをしっかりと見ていか

ないといけないと思います。そのうえで、新たな利用というのがこれまで通りに

増えているかということを見ていく必要があると思います。 

 

 

【会長】いろいろなご意見をいただいておりますので、他にご意見のある方いらっ

しゃいましたら、よろしくお願いいたします。多角的に考えなければいけない問題

かと思いますので、いただいたご意見も踏まえて検討いただければと思います。

よろしくお願いいたします。それでは先に進めさせていただきます。 ３の「その

他」に入ります。事務局からお願いいたします。 

 

 

【生涯学習政策課長】先ほどの生涯学習関連事業評価について、多くのご意見を

いただきましてありがとうございました。生涯学習プラン 1 年目ということで、評

価方法も大きく変えており、プラン自体も大きく変わっていることから、事業が

限定的になっているのではないかと皆様のご意見を聞きながら考えておりまし

た。課題はたくさんあると思いますが、より良い生涯学習の振興のために頑張っ

ていきたいと思います。今日終わってから何かお気づきの点があれば、ご意見を

寄せていただけたらと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

【会長】いろいろな形のご意見を伺い、この資料を見ていくと、また新たなご意見

も出てくると思います。これにつきましては、生涯学習政策課にご意見を賜れば

大変ありがたいと思っております。いろいろな形のご意見が集約されて、より一

層素晴らしいものになっていけば大変ありがたいと思っておりますので、よろし

くお願いいたします。ほかに皆さんからご報告、ご連絡することはございますでし

ょうか。各団体で、こういった事業もあるというようなことはございますでしょう

か。よろしいでしょうか。次回の審議会開催日程について、現在未定となっており

ますので決まり次第、改めてご連絡させていただきます。以上を持ちまして、本日

の審議会を終了させていただきます。本日は長時間ありがとうございました。 

 


